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 ●身体障害者手帳 

内  容 身体に障がいのある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳で

す。手帳は、障がいの程度によって、１級～６級までに区分されます。 

交付対象 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由

者（上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動

機能の障がい）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機

能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方 

手  続 交付申請書、指定医師による診断書・意見書、写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ

正面脱帽）を、社会福祉課に提出してください。 

県知事による、審査、決定、交付があり次第申請された方にご通知します。 

 ●療育手帳 

内  容 知的障がいのある方が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せること

により様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。 

長野県では障がいの程度によって、Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２に区分されま

す。 

交付対象 児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方 

手  続 写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ正面脱帽）を添えて、社会福祉課に提出してく

ださい。※申請時に判定の資料となる聴き取り調査をいたします。 

県知事による、判定、交付があり次第申請された方にご連絡します。 

 ●精神障害者保健福祉手帳 

内  容 一定の精神障がいのある方が様々な福祉的支援策を受けやすくすることを

目的としたものです。 

障がいの程度によって、１級・２級・３級に区分されます。 

交付対象 精神疾患を有する方（知的障がい者を除く）のうち、精神障がいのために

長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方 

手  続 医師の診断書又は精神障がいを支給事由とする年金証書の写し又は特別障

害給付金受給者証の写し、写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ正面脱帽）を添えて、

社会福祉課に提出してください。 

県知事による、判定、交付があり次第申請された方にご連絡します。 

  ※上記の各手帳の手続きには個人番号の記載が必要になります。 

 社会福祉課 障がい福祉担当 

   電 話 ２３－４８１１（内線１２５２～１２５７） 
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